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江
戸
時
代
に
於
け
る
蝦
災
地
移
民
論

江
戸
時
代
に
於
げ
る
蝦
夷
地
移
民
論
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き

粧
消
現
象
と
し
て
の
移
民
現
象
は
、
労
働
力
が
一
地
方
よ
り
永
久
に
他
地
方
に
移
る
と
と
を
意
味
す
る
。
而
し
て
共
方
向
は
、
総

て
の
流
と
同
じ
く
、
過
剰
な
る
前
所
よ
り
不
足
な
る
筒
所
へ
移
る
事
は
勿
論
で
、
と
!
誌
に
過
剰
と
一
一
弓
引
い
、
不
足
と
呼
ぶ
も
、
夫
は
一

定
の
環
境
に
於
け
る
相
封
的
現
象
な
る
事
は
論
や
る
迄
も
な
か
ら
う
。
而
も
非
、
流
の
原
因
を
な
す
持
力
の
議
姿
は
、
一
時
的
な
、
若

し
く
は
定
期
的
な
移
動
、
即
ち
永
久
的
な
移
住
に
到
し
て
出
稼
な
る
形
式
に
依
て
満
足
さ
れ
得
る
場
合
が
あ
る
が
、
共
需
要
が
順
調

な
る
護
述
、
即
ち
恒
久
化
し
、
平
常
化
す
る
場
合
に
於
て
は
、
出
稼
は
組
め
て
容
易
に
移
住
に
鑓
や
る
事
を
件
、
移
住
が
自
然
な
殻

迭
を
な
す
場
合
に
は
多
く
と
の
形
式
を
探
っ
て
居
る
。

川
H
M
時
の
産
業
株
態
と
政
治
機
構
に
基
き
、
人
口
増
加
の
停
滞
を
見
た
程
人
口
座
の
茜
し
か
っ
た
江
戸
時
代
に
於
て
、

不
足
に
依
て
充
分
に
そ
の
お
源
を
利
川
し
作
な
い
松
前
蝦
夷
地
の
存
在
は
、
内
地
の
諸
務
、
殊
に
そ
の
経
済
的
近
接
地
方
の
住
民
の

流
れ
を
そ
の
方
向
に
誘
致
し
た
事
は
常
然
で
あ
っ
た
。
例
へ
ば
一
冗
除
十
四
年
(
一
七

O
一
)
一
万
八
千
二
百
飴
人
を
数
へ
た
土
着
人

が
、
一
大
明
七
年
(
一
七
八
七
)
に
は
二
万
五
千
飴
人
と
な
り
、
一
年
平
均
約
九
十
人
、
人
口
千
中
約
五
人
の
増
加
を
川
ん
た
事
は
、
土

一
方
持
力
の



荒
を
徐
り
好
ま
な
か
っ
た
松
前
誌
の
政
策
を
考
へ
合
せ
る
時
、
官
時
と
し
て
は
か
な
り
の
増
加
で
あ
っ
た
と
立
は
ね
ば
な
る
ま
い
ov

而
し
て
是
等
が
主
と
し
て
移
民
主
迎
へ
て
の
増
加
で
あ
っ
た
事
は
、
そ
の
戸
数
の
増
加
が
人
口
の
そ
れ
に
比
し
て
頗
る
大
ハ
一
ヶ
年

に
千
均
四
十
二
戸
)
な
る
事
に
拡
て
も
解
し
符
ら
れ
や
う
。

帥
却
し
赴
昨
年
の
移
民
は
主
と
し
て
内
地
各
務
で
も
そ
の
移
動
を
妨
げ
な
'
か
っ
た
良
氏
以
外
の
町
人
、
漁
夫
で
あ
り
、
そ
の
教
も
多
か

ら
今
、
け
一
品
を
迎
へ
る
松
前
漆
の
態
度
は
、
そ
の
大
部
分
配
内
む
る
蝦
夷
地
に
は
移
住
を
絶
封
に
許
さ
や
、
松
前
地
の
移
住
に
到
し
て

は
、
け
一
ん
を
妨
げ
な
か
っ
た
と
し
て
も
頗
る
消
極
的
で
、
杭
極
的
に
之
を
求
め
ゃ
う
と
す
る
意
闘
に
訣
け
て
肘
た
か
ら
、
か
L
る
移
民

現
象
に
針
し
て
は
何
等
の
問
題
も
起
り
得
な
か
っ
た
。

然
る
に
、
故
一
初
は
享
保
以
来
漸
く
行
詰
り
を
見
せ
た
山
口
同
時
代
の
岡
氏
経
済
を
打
開
す
る
た
め
蝦
夷
地
の
世
主
的
問
殻
の
必
姿
が
諭

ぜ
ら
れ
、
更
に
天
明
以
後
に
あ
り
て
は
国
防
的
見
地
よ
り
来
た
蝦
夷
地
の
恒
久
的
経
時
の
玄
場
か
ら
、
共
見
解
に
拍
車
を
加
へ
ら
れ
、

又
共
可
能
性
が
立
殺
さ
る
L

に
至
る
と
、
大
規
模
な
農
民
の
移
住
を
必
然
的
に
必
要
と
す
る
に
五
っ
た
が
、
長
奴
制
度
を
前
提
と
し

て
の
み
成
立
す
る
封
建
治
下
に
在
つ
て
は
、
農
民
は
領
主
の
下
に
隷
属
し
て
土
地
に
挺
縛
せ
ら
れ
、
職
業
の
移
梓
、
居
住
の
移
特
等

の
・
自
由
は
制
限
さ
れ
て
日
間
た
の
み
か
、
農
村
戸
口
の
減
退
、
土
地
の
荒
底
は
極
度
に
恐
れ
ら
れ
て
、
土
地
を
離
れ
た
百
姓
は
強
制
的

に
邸
泣
せ
し
め
る
方
針
が
採
ら
れ
て
対
た
際
、

一
時
に
多
人
数
の
農
民
を
移
住
せ
し
む
る
と
-
百
ふ
事
は
容
易
な
ら
ぬ
事
で
あ
っ
た
。

故
に
、
一
一
日
蝦
夷
地
開
拓
論
に
及
ぶ
者
に
と
っ
て
は
、
世
然
に
、
如
何
に
し
て
、
如
何
な
る
方
面
よ
り
と
の
移
民
を
件
べ
き
か
と
言
ふ

問
題
に
及
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

私
は
ん
寸
此
底
で
、
主
と
し
て
大
量
の
移
民
を
而
も
急
激
に
移
す
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
、
路
四
亜
の
南
伎
を
知
り
そ
の
防
備
の
た
め

念
激
な
蝦
夷
地
開
拓
の
必
要
が
認
め
ら
れ
た
天
明
以
後
の
論
策
に
よ
り
、
対
建
制
度
の
重
躍
の
下
に
於
け
る
移
民
論
を
紹
介
た
い
と

忠
ふ
。而
し
て
営
時
の
大
問
題
で
あ
っ
た
Y
け
に
蝦
夷
地
粧
管
論
策
は
か
な
り
の
敢
に
上
り
、
私
の
知
り
得
た
だ
け
で
も
数
十
篇
に
迷
す

江
戸
時
代
に
於
け
る
蝦
炎
地
移
民
論
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江
戸
時
代
に
於
け
る
蝦
災
地
移
民
諭

二
四

る
が
、
そ
の
多
く
は
北
門
警
備
諭
で
あ
っ
て
、
蝦
央
地
開
拓
論
は
警
備
の
必
要
か
ら
個
れ
ら
れ
て
居
る
に
過
ぎ
や
、
蝦
夷
地
開
拓
を

主
と
す
る
も
の
も
、
北
ハ
必
所
主
論
が
多
く
し
て
、
そ
の
手
段
方
法
等
を
詳
論
し
た
も
の
は
極
め
て
砂
く
、
従
っ
て
と
L

に
求
め
る
椋
な

移
民
論
策
も
充
程
に
多
く
は
な
い
が
、
而
も
天
川
五
年
蝦
夷
地
調
官
刊
の
結
果
出
来
上
っ
た
、
幕
府
H
M
初
の
蝦
夷
地
開
拓
案
た
る
松
本

伊
豆
守
秀
持
の
「
巾
上
世
田
」
、
そ
の
剖
煮
に
円
十
く
も
弟
子
故
上
徳
内
を
随
伴
せ
し
め
た
本
多
利
明
の
多
く
の
附
拓
意
見
中
、
寛
政
コ
一
年

2

3

 

五
月
「
赤
人
日
本
岡
へ
漂
訴
に
擬
へ
近
年
繁
々
渡
来
す
る
に
前
あ
る
事
」
、
寛
政
七
年
正
月
「
自
然
治
道
之
排
」
等
、
寛
政
七
年
時
せ
ら

れ
て
松
前
に
五
り
、
松
前
の
施
政
に
怖
ら
や
し
て
、
水
戸
立
原
市
内
を
通
じ
て
幕
開
に
之
を
訴
へ
、
迭
に
幕
府
蝦
夷
地
直
結
の
内
を
作

A
習

っ
た
大
原
左
金
吾
の
北
川
鎖
錦
諭
「
北
地
危
一
百
」
、
同
じ
頃
「
婆
不
他
綜
」
を
も
の
し
て
「
奥
蝦
夷
地
を
開
く
の
大
計
」
を
論
じ
た
井

au 

上
開
明
門
下
の
逸
才
土
生
熊
五
郎
、
寛
政
三
年
「
草
茅
危
一
一
百
」
を
も
の
し
「
蝦
夷
の
事
」
を
論
じ
た
大
阪
の
儒
中
井
竹
山
、
文
化
年

内
4

問
「
年
成
銑
」
を
も
の
し
、
そ
の
中
に
幕
府
の
蝦
夷
地
絞
告
を
評
し
た
そ
の
北
地
中
井
履
軒
、
文
政
年
間
蝦
夷
地
松
前
氏
復
傾
後
、
蝦

央
地
能
債
の
必
要
乞
論
じ
て
止
ま
な
か
っ
た
徳
川
持
附
、
我
が
間
経
済
撃
の
大
成
者
で
蝦
夷
地
の
事
に
注
立
を
怠
ら
な
か
っ
た
佐
藤

ou 

い
お
淵
、
並
に
そ
の
遺
志
位
檎
い
で
、
安
政
五
年
「
蝦
夷
地
開
拓
私
組
織
」
を
も
の
し
た
弟
子
大
久
保
融
、
弘
化
元
年
「
束
帯
弐
論
」
を

著
し
て
時
務
を
論
じ
た
九
州
の
引
率
帆
足
高
泉
、
安
政
二
年
徳
川
一
作
昭
の
訪
問
に
臨
じ
て
そ
の
立
見
を
吐
露
し
た
「
新
政
談
」
中
に

詳
細
な
る
「
奥
地
問
き
舟
仰
僚
」
を
説
い
た
江
戸
の
儒
者
藤
森
弘
府
、
安
政
一
冗
年
期
織
部
正
に
従
っ
て
蝦
夷
地
を
廻
り
、
川
到
な
る

蝦
夷
開
拓
策
「
北
門
私
議
」
を
も
の
し
、
作
に
川
ひ
ら
れ
ん
と
し
て
翠
年
惜
し
く
し
捜
し
た
帆
足
南
黒
門
下
の
横
井
盟
山
等
の
内
に

求
め
る
事
が
出
来
る
。

H
M
等
の
人
々
は
官
時
代
の
蝦
高
地
開
拓
論
者
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、

H
M
等
の
人
々
か
ら
聞
き
作
た
所
の

も
の
は
略
常
時
の
立
見
を
代
去
す
る
も
の
で
あ
ら
う
と
信
や
る
。

而
も
昔
時
に
於
て
、
大
規
模
な
移
住
を
必
要
と
す
る
所
は
松
前
蝦
夷
地
よ
り
外
に
は
占
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
地
へ
の
移
民
論
は
又

常
時
に
於
け
る
移
民
論
で
あ
っ
た
。

東京日々新院j附録

明治it九年北海之殖K

4) 

11) 
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一
、
白
骨
属

民

凡
そ
航
民
地
の
粧
告
は
農
業
者
の
移
住
に
依
て
始
め
て
恒
久
化
さ
れ
る
。
と
の
事
・
百
は
植
民
史
上
に
明
か
な
事
で
あ
る
が
、
露
四

一
生
の
南
下
に
刺
戟
さ
れ
て
起
っ
た
蝦
夷
地
の
永
久
的
絞
替
の
根
本
も
亦
共
農
業
的
向
殻
に
る
る
事
、
犬
が
た
め
に
は
民
業
者
を
移
す

事
の
位
も
策
を
作
た
も
の
で
あ
っ
た
事
は
首
時
の
論
者
が
何
れ
も
持
し
く
認
め
て
居
た
酷
で
あ
っ
た
。
然
し
常
時
の
封
建
制
度
下
で

は
と
の
事
は
容
易
で
な
か
っ
た
。

農
民
の
性
居
移
特
の
束
縛
が
草
に
政
治
的
な
意
味
に
止
る
強
制
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
す
る
・
な
ら
ば
、
よ
り
山
知
い
幕
府
の
椛
力
に
依

て

、

例

へ

ば

土

生

熊

五

郎

が

・

「
夷
地
ノ
大
小
三
肱
ジ
、
同
ツ
一
一
ハ
ツ
ホ
ド
己
分
テ
手
近
ク
ノ
諸
伎
ニ
割
リ
ワ
タ
シ
、
右
ハ
或
ハ
十
ヶ
年
ノ
内
一
士
急
度
可
レ
開
ナ
ト
ト

被
一
仰
付
一
、
年
限
中
ハ
諸
殺
御
莞
、
江
戸
参
勤
モ
家
老
名
代
一
一
テ
御
臨
ス
ム
ト
辿
令
一
一
陣
間
一
旦
其
他
ノ
産
物
ヲ
給
テ
勝
手
一
一
直
グ
サ

マ
運
上
所
へ
ハ
ラ
ヒ
、
或
白
防
ニ
テ
諸
岡
へ
相
メ
グ
ラ
シ
、
年
々
産
物
ノ
入
尚
ヲ
杭
リ
テ
共
飴
力
ニ
テ
民
ブ
一
紛
日
一
一
植
へ
付
ベ
シ
。

一υ持
活
況
議
十
ヶ
年
ノ
後
ユ
イ
ヨ
(
共
土
地
ヒ
ラ
ヶ
、
人
民
繁
殖
ス
ル
ト
キ
ハ
、
共
功
ヲ
賞
、
ン
テ
、
岱
ヲ
ス
、
メ
封
ヲ

マ
シ
ハ
中
略
)
十
ヶ
年
ノ
後
一
一
J
s

ヨ
/
¥
土
地
ヒ
ラ
ケ
ズ
、
人
民
不
ニ
繁
殖
一
共
岱
又
是
二
惟
ズ
」

と
論
じ
た
校
に
、
農
民
に
封
し
て
直
接
支
配
樺
を
有
す
る
領
主
に
依
て
之
を
行
は
し
め
る
事
も
出
来
た
ら
う
し
、
活
し
く
は
大
久
保

融
が
「
蝦
夷
地
開
拓
私
議
」
に
論
じ
た
様
に
、

「
我
縮
図
ノ
石
数
ヲ
合
計
シ
テ
凡
ソ
コ
一
千
万
有
ト
見
積
リ
、

一
万
石
ノ
地
ヨ
リ
シ
テ
年
々
罪
ア
ル
モ
ノ
、
持
H

シ
キ
モ
ノ
ヲ
閣
が
、
デ
十
数

年
ノ
間
共
妻
子
ト
共
一
一
献
セ
シ
ム
。
是
レ
亦
年
々
男
女
六
千
飴
人
ノ
良
民
ヲ
柏
ユ
ル
ノ
善
策
ナ
リ
。
」

と
あ
る
如
く
、
各
務
か
ら
共
必
要
な
人
数
を
徴
裂
し
て
移
す
事
も
出
来
た
ら
う
し
、
又
本
多
利
明
が
そ
の
著
「
自
然
治
道
之
排
」
巾

「
属
品
の
開
業
に
丹
誠
あ
り
て
回
一
に
盆
あ
る
事
」
に
論
じ
た
桜
に
、

江
戸
時
代
に
於
け
る
蝦
古
河
地
移
民
論

二
五



江
戸
時
代
に
於
け
る
蝦
災
地
移
民
論

一
一一k‘ ノ、

「
奥
羽
越
杭
加
能
等
の
国
々
の
者
は
蝦
夷
の
住
居
勝
手
次
第
た
る
べ
き
旨
命
令
あ
ら
ば
、
同
よ
り
好
み
望
み
の
者
と
も
な
れ
ば
、
妻

子
引
辿
引
移
り
住
居
す
る
脊
と
も
多
く
る
る
べ
し
。
」

と
一
一
首
ひ
、
藤
森
弘
庵
が
「
天
下
中
稼
ぎ
心
掛
る
も
の
、
(
中
略
)
参
り
度
も
の
は
勝
手
に
参
る
枝
に
設
し
」
と
言
っ
た
校
に
、
百
姓
の

移
住
に
封
す
る
束
縛
を
殺
め
、
以
て
そ
の
移
住
を
刷
る
事
も
出
来
た
ら
う
。

一
品
質
一
の
議
論
は
、
安
政
六
年
以
来
奥
澗
の
諸
法
に
向
っ
て
警
備
依
託
の
形
で
行
は
れ
、
二
一
の
議
論
は
、
蝦
夷
地
側
の
禁
制
は
幕

府
の
蝦
夷
地
直
結
と
共
に
之
を
陵
し
、
内
地
各
務
の
方
に
存
す
る
制
限
は
安
政
二
年
旗
本
・
御
家
人
・
清
水
附
陪
は
・
浪
人
・
百
姓
・

町
人
等
に
向
っ
て
幕
府
が
蝦
夷
地
移
住
を
勧
誘
し
た
備
書
を
出
す
と
と
に
依
っ
て
百
行
に
移
さ
れ
た
。

併
し
乍
ら
是
等
の
試
み
が
飴
り
大
き
な
成
功
を
粛
す
事
の
出
来
な
か
つ
の
は
、
蝦
夷
地
移
住
を
防
げ
た
封
建
的
東
純
な
る
も
の
は
、

山
単
な
る
政
治
的
な
も
の
で
は
な
く
、
絞
済
的
・
枇
命
目
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

幕
府
の
前
牛
時
代
と
具
り
、
話
時
に
於
て
は
、
農
民
離
村
都
市
集
中
は
益
々
多
く
な
り
、
幕
府
は
之
が
阻
止
に
法
令
を
雨
下
さ
せ

ね
ば
な
ら
や
、
而
も
H

正
に
釘
す
る
制
主
の
態
度
は
前
今
期
程
の
強
硬
さ
は
見
ら
れ
な
く
た
り
、
従
っ
て
蝦
災
地
の
移
民
に
封
し
で
も
、

例
へ
ば
藤
森
弘
陪
の
如
く
、
「
下
々
大
利
を
付
て
、
上
に
は
御
世
話
の
御
入
川
計
に
て
別
の
御
徒
を
見
や
ノ
」
廉
潔
な
役
人
を
一
決
し
て
山
口

出
を
正
し
く
し
な
ら
ば
「
十
年
を
過
ぎ
百
南
の
人
数
出
来
す
べ
し
」
等
と
城
市
概
論
を
辿
べ
る
論
者
も
山
川
て
来
る
松
に
た
っ
た
が
、
夫
は

農
村
人
口
の
過
剰
よ
り
来
る
も
の
で
は
な
く
、
負
捨
の
加
重
に
依
て
「
円
余
を
ゃ
ぶ
り
て
流
浪
U
」
「
凶
窮
に
耐
え
か
ね
て
農
業
を
す
て

け
」
都
舎
に
走
る
も
の
で
、
北
ハ
錦
め
に
王
る
所
に
田
川
荒
陵
D
嘆
を
聞
い
て
肘
た
の
で
あ
る
。
百
際
操
業
人
口
は
此
の
時
期
に
於
て

唯
に
増
加
を
止
め
た
の
み
で
は
な
く
、
減
少
の
傾
向
す
ら
認
め
ら
れ
て
肘
た
の
で
あ
る
。
藤
森
弘
施
が
、
本
多
利
明
等
の
、
思
試
に

馴
れ
て
肘
る
か
ら
一
信
濃
・
川
洞
等
一
主
岡
の
住
民
を
移
住
せ
し
め
ゃ
う
と
す
る
誌
を
汗
し
て
、
「
右
闘
技
辿
友
枝
に
飴
計
の
人
多
く
有
レ

之
も
の
に
て
は
無
レ
之
、
夫
を
無
理
に
多
く
移
し
候
得
ば
、
川
一
ん
迄
共
土
を
安
ん
じ
庇
も
の
を
遠
方
へ
遣
し
新
百
姓
に
政
供
者
、
人
的

に
民
り
候
の
み
な
ら
や
、
北
パ
本
凶
uハ
さ
へ
も
人
数
不
足
の
底
へ
、
一
ス
々
如
レ
斯
多
人
数
引
移
候
は
、
北
ハ
跡
荒
撫
に
相
成
一
川
d

レ
巾
候
」
と
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一
一
一
同
っ
た
事
は
、
是
を
会
開
に
就
い
て
も
一
一
一
口
ひ
持
た
の
で
あ
っ
た
。

蝦
夷
地
問
穫
は
急
務
で
は
る
る
が
、
農
村
人
口
が
減
じ
従
っ
て
岐
に
聞
け
た
川
畑
の
荒
廃
す
る
事
は
常
時
の
支
配
者
の
誌
も
好
ま

ぬ
所
で
あ
る
。
殊
に
蝦
夷
地
移
民
論
の
多
く
が
錆
政
者
へ
の
建
策
の
形
を
採
っ
て
居
る
も
の
で
あ
る
だ
け
、
支
配
訴
の
立
を
迎
へ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
現
在
の
必
要
人
員
に
は
何
等
の
影
響
を
及
す
と
と
の
な
い
方
面
に
夫
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
夫

に
は
農
村
人
口
の
増
加
を
凶
っ
て
そ
の
増
加
分
を
蝦
夷
地
移
民
と
す
る
事
で
る
る
。
半
に
し
て
官
時
の
農
民
人
口
の
減
少
は
全
く
絶

望
的
た
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
な
か
っ
た
。
営
時
農
民
人
口
の
増
植
を
防
げ
て
居
た
故
大
の
原
凶
で
あ
る
飢
餓
・
疫
病
の
流
行
等
は
、

封
建
制
度
の
重
墜
に
起
因
す
る
農
民
生
活
の
困
勉
に
原
因
す
る
と
は
さ
口
へ
な
い
ま
で
も
拍
車
を
か
け
ら
れ
て
肘
た
主
は
引
百
で

b
る

が
、
円
五
等
の
匡
正
に
は
技
術
そ
の
も
の
L
進
歩
を
侠
た
ね
ば
な
ら
ぬ
貼
が
多
い
複
雑
な
問
題
で
、

H
A
k
m寸
に
封
し
で
は
極
め
て
消
極
的

な
針
策
し
か
考
へ
ら
れ
て
居
ら
&
な
か
っ
た
が
、
「
共
子
を
成
長
ま
で
の
哨
岐
に
衆
主
の
妨
と
な
り
、
一
又
川
よ
り
貧
窮
な
れ
ば
成
長
の
後

共
子
に
分
け
譲
る
べ
き
貯
も
あ
ら
ざ
れ
ば
、
育
て
置
き
却
て
歎
き
を
設
く
る
と
て
」
行
ふ
「
子
下
し
」
「
間
引
」
等
と
呼
ば
れ
た
堕
胎
・

乳
児
殺
に
依
て
失
は
れ
て
居
た
人
口
は
、
僅
少
の
努
力
で
も
H
M
を
救
ふ
一
与
が
出
来
る
と
考
へ
ら
れ
て
居
た
。
大
原
氏
金
五
日
等
は
平
く

も
円
一
止
に
目
を
つ
け
て
、
領
主
よ
り
一
郡
に
一
ケ
所
位
養
育
の
館
を
建
て
、
乳
母
や
乎
羽
町
教
師
等
を
や
と
ひ
置
き
、
貧
民
の
子
を
父
の

姓
名
を
書
し
て
此
底
に
拾
て
さ
壮
、

H
M
を
十
五
才
迄
養
育
し
、
長
じ
て
親
子
の
名
乗
を
さ
せ
、
配
偶
を
出
来
れ
ば
、
H
一
止
を
移
民
と
し

て
北
地
に
送
る
べ
き
を
言
ひ
、
棋
一
川
持
昭
も
亦
略
同
様
の
方
策
位
以
て
蝦
夷
地
の
住
民
を
務
息
す
べ
き
取
を
、
そ
の
著
「
北
方
未
来

考
」
で
詑
き
、
横
井
盟
山
も
「
人
を
掌
殖
」
す
る
に
は
「
四
洋
諸
州
の
法
に
倣
ひ
御
料
に
於
て
貸
院
幼
院
を
置
く
に
如
く
と
と
な
し
」

と
し
て
居
る
。
然
し
是
等
は
論
者
自
身
が
荷
し
く
認
め
て
居
る
様
に
首
両
の
念
に
肱
や
る
手
段
で
は
な
い
。

か
く
し
て
常
時
の
欣
勢
に
肱
や
る
だ
け
の
移
民
を
農
民
に
求
め
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
場
合
多
く
白
乞
つ
け
ら
れ
諭
ぜ
ら
れ
た
の

は
罪
人
・
浮
浪
人
又
は
乞
食
棋
多
の
三
者
で
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
に
於
け
る
蝦
京
一
地
移
民
論

七
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江
戸
時
代
に
於
け
る
蝦
災
地
移
民
諭

二
八

=、回一昨

人

移
民
と
し
て
の
非
人
は
、
険
制
の
植
民
運
動
に
於
て
も
と
く
に
注
意
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
白
山
移
民
を
得
ら
れ
難
い
場
合
、

多
く
強
制
移
民
と
し
て
夫
が
選
ば
れ
た
。
初
期
の
ア
メ
リ
カ
植
民
時
代
に
於
て
は
そ
の
例
頗
る
多
く
、
濠
洲
・
悶
比
利
直
等
は
刑
罰

植
民
地
と
し
て
有
名
な
所
で
あ
っ
た
。

我
闘
に
於
て
も
非
人
を
溢
土
に
放
逐
す
る
附
謂
流
罪
は
古
く
か
ら
行
は
れ
、
後
に
は
、
例
へ
ば
杭
渡
の
金
山
共
他
に
於
け
る
が
如

く
、
そ
の
労
力
を
利
用
す
る
に
五
っ
て
居
る
が
、
是
が
移
住
の
原
因
と
な
っ
た
事
は
、
松
前
に
於
け
る
日
本
へ
の
前
勤
の
先
脳
在
た

し
た
所
前
渡
誌
の
一
部
は
鎌
倉
時
代
の
流
刑
者
の
子
孫
で
あ
る
と
一
一
一
日
は
れ
て
居
る
市
引
に
依
て
も
知
ら
れ
る
。

紋
に
非
人
を
蝦
東
地
に
送
る
べ
し
と
す
る
議
論
は
、
蝦
夷
地
開
拓
の
最
も
金
務
な
る
た
論
ぜ
ら
れ
始
め
ら
れ
た
首
初
か
ら
川
へ
ら

れ
、
即
ち
本
多
利
明
は
岐
に
克
政
三
年
、
「
日
本
問
中
の
盗
人
、
或
は
法
皮
を
犯
し
た
る
輩
の
死
刑
に
底
す
べ
き
非
人
を
悉
く
助
命

せ
し
め
、
北
北
の
料
き
非
人
と
も
悉
く
送
り
悲
し
な
ば
、
或
は
漁
獄
を
仕
、
或
は
耕
作
を
仕
て
生
計
を
保
つ
べ
け
れ
。
同
よ
り
助
命

を
家
り
た
る
酷
な
れ
ば
、
自
然
と
開
殻
成
就
'
一
す
べ
き
と
と
を
一
言
ひ
、
「
絡
別
の
重
き
罪
人
の
外
は
悉
く
蝦
夷
土
地
の
庶
民
た
る
べ

き
と
の
御
制
度
御
建
主
」
あ
れ
と
主
張
し
、
大
阪
友
金
一
介
も
、
「
非
人
な
ど
も
わ
流
す
べ
き
も
の
か
又
は
殺
す
べ
き
も
の
も
、
大
か
た

の
引
は
非
一
等
を
ゆ
る
し
て
彼
土
へ
法
し
、
(
中
時
)
始
は
仮
小
民
を
建
連
ね
、
各
部
分
を
し
て
一
伍
に
一
人
の
長
を
置
き
、
廿
五
人

に
一
士
を
添
る
と
巾
椋
に
紛
伍
の
法
を
以
て
指
揮
せ
し
め
、
外
に
老
農
を
添
て
師
と
し
、
法
令
を
蹴
に
し
て
問
地
せ
し
め
」
よ
と
言

ひ
、
中
井
竹
山
も
そ
の
著
「
本
茅
危
言
」
に
於
て
、
「
伊
豆
ノ
大
白
・
八
丈
れ

γ
隠
岐
・
佐
渡
へ
の
流
入
の
内
を
此
に
流
し
て
夷
民
と

雑
り
肘
ら
し
め
、
北
ハ
に
耕
作
漁
織
を
さ
せ
・
:
:
」
よ
と
一
言
ひ
、

H
疋
等
の
設
は
後
世
迄
も
そ
の
支
持
者
を
得
た
。
即
ち
杭
藤
ハ
山
川
淵
が
蝦

夷
地
に
移
民
を
移
す
べ
き
を
詑
き
、
海
防
策
に
於
て
、
「
日
本
組
岡
中
ノ
死
罪
ノ
宥
ヲ
合
集
シ
テ
」
円
一
ん
を
詰
る
べ
き
を
説
い
て
居
る

の
は
、

A
V

同
時
の
常
識
の
探
別
に
過
ぎ
な
い
が
、
更
に
進
ん
で
、
「
一
日
一
盛
魂
を
興
し
た
る
者
は
、
共
律
流
刑
に
歪
ら
ざ
る
を
も
佐
渡



の
金
山
の
水
汲
人
口
広
か
蝦
央
地
の
仙
切
か
品
々
の
軍
役
人
口
止
に
川
」
ふ
べ
し
と
一
士
一
日
ひ
、
耽
に
非
人
の
み
友
ら
や
口
明
・
同
引
の
類
の

病
患
の
姦
賊
で
世
の
政
教
を
敗
る
心
事
故
も
大
な
る
も
の
迄
是
を
夷
蝦
地
に
法
っ
て
姿
畑
を
開
か
し
む
べ
し
と
一
目
ひ
、
そ
の
弟
子
大
久

保
融
も
「
本
地
有
非
ノ
者
共
ノ
死
刑
-
一
王
ル
モ
猫
共
ノ
八
義
ヲ
分
チ
、
枕
レ
助
ヶ
、
共
ノ
妻
子
緋
レ
附
シ
テ
其
地
一
一
法
ル
ヲ
姿
ト
ス
。

況
ン
ヤ
流
刑
迫
放
J

者
ニ
於
一
プ
ヲ
ヤ
」
と
論
じ
、
徳
川
狩
昭
も
天
保
五
年
十
一
月
一
一
一
円
大
久
保
忠
良
に
宛
て
た
蝦
有
地
立
見
口
上
書

中
に「非
常
の
願
な
れ
ど
も
、
天
下
に
て
料
き
死
山
み
の
者
一
等
ゆ
る
め
、
又
は
遼
品
に
な
る
べ
き
も
の
不
レ
残
被
=
下
置
一
、
制
山
中
杭
き
死
非

軍
一
き
追
放
の
者
は
い
ふ
に
不
レ
及
彼
地
へ
杭
付
、
夫
々
家
内
を
も
潟
レ
持
仕
法
立
に
て
錆
切
開
一
候
は
む
、
迫
k

人
も
増
加
す
べ
き
敗
」

と
言
っ
て
肘
る
。

斯
く
非
人
を
移
す
と
ι
一4H
ふ
と
と
は
、
唯
に
蝦
夷
地
に
必
要
な
る
勢
力
の
供
給
を
急
激
に
得
ら
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
本
阿
に
於

て
は
危
険
分
子
を
隔
離
し
、
枇
合
の
安
官
T-E
保
つ
と
と
に
な
り
、
他
商
彼
等
の
環
境
を
換
へ
る
事
に
依
て
そ
の
新
な
る
生
前
を
約
束

す
る
仁
政
で
も
あ
っ
た
。

と
の
事
に
就
い
て
も
つ
と
に
論
ぜ
ら
れ
、
本
多
利
明
も

「
此
者
(
盗
人
)
を
も
悉
く
召
捕
っ
て
蝦
央
土
地
へ
送
り
遺
し
た
ら
ば
、
日
本
の
良
川
ん
の
災
窓
口
も
遁
て
安
械
を
得
べ
し
。
又
彼
恐
黛

も
蝦
夷
土
地
に
い
ま
だ
金
銀
銭
の
油
川
も
な
く
、
衣
類
器
財
も
乏
し
き
土
人
・
少
け
れ
ば
、
悪
事
を
働
く
べ
く
校
な
く
し
て
是
非
と
も

に
白
業
を
勧
め
守
り
、
生
討
を
働
み
益
す
べ
し
」

と
柴
概
し
、
徳
川
一
作
昭
も
、
「
江
戸
に
無
病
者
・
思
考
減
候
へ
ば
、
自
ら
火
災
共
外
の
悪
事
も
，
次
第
/
¥
に
減
可
レ
巾
道
現
と
存
候
」

と
言
ひ
、
中
井
履
軒
の
如
き
は
、
開
拓
に
別
ふ
る
よ
り
も
寧
ろ
か
L

る
賠
で
非
国
移
ほ
ん
の
必
要
を
詑
い
て
居
る
。
即
ち
「
年
成
録
」

に
於
て
、

「
わ
が
域
中
の
非
人
を
な
る
た
け
宥
め
て
と
L

に
流
す
べ
し
。

(
中
時
)
折
ふ
し
は
逃
亡
あ
り
、

逃
亡
す
れ
ば
又
他
岡
に
て
悪
を
な

江
戸
時
代
に
於
け
る
蝦
夷
地
移
民
論
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江
戸
時
代
に
於
け
る
蝦
十
点
地
移
民
諭

O 

す
、
民
の
忠
や
ま
や
、
松
前
に
て
は
逃
亡
の
誕
な
し
。
た
よ
そ
人
倫
や
一
ゃ
ぶ
り
た
る
悪
人
は
わ
が
日
の
本
の
地
に
は
ゐ
か
ぬ
と
い
ふ

法
令
い
と
よ
し
、
不
幸
の
子
・
不
忠
の
回
・
泥
説
の
男
女
・
破
戒
の
品
川
・
盗
賊
・
博
徒
皆
こ
L

に
流
し
て
い
と
よ
し
。
永
牛
に
も
ま

さ
る
ぺ
し
。
仰
い
大
赦
る
り
て
も
終
身
め
し
か
へ
さ
れ
ぬ
も
の
を
え
ら
ぷ
べ
し
。
盗
賊
・
博
徒
は
い
か
ば
か
り
懲
し
で
も
改
ら
ぬ
病
な

れ
ば
、
腕
章
の
え
ら
び
な
し
ゃ
。
さ
れ
ば
勢
線
の
類
骨
と
L

に
あ
る
べ
し
。
」
と
一
一
日
ひ
、
「
控
も
博
も
な
ら
ぬ
底
に
枕
さ
れ
て
は
沿
の

づ
か
ら
常
の
人
と
な
る
べ
し
」
と
見
て
居
る
。

然
し
是
等
の
利
証
は
か
L

る
非
人
を
出
す
闘
に
於
て
見
出
し
作
る
も
の
で
、
円
一
ん
を
受
け
る
同
に
於
て
は
必
十
大
き
な
弊
芥
が
作
っ

た
。
殊
に
環
境
の
盤
化
に
依
て
H
M
を
矯
正
し
得
べ
し
と
す
る
議
論
は
論
者
自
身
に
依
て
も
不
安
が
あ
り
、
中
井
履
軒
等
は
、
「
い
づ
こ

の
閣
に
で
も
流
入
を
受
れ
ば
、
そ
の
間
同
弊
あ
る
事
」
を
認
め
、
「
流
入
の
食
」
と
名
付
け
て
松
前
講
に
穀
高
を
増
し
興
へ
よ
と
す
仏
、

竹
山
に
五
つ
て
は
工
円
エ
オ
危
一
一
日
」
に
於
て
、

「
流
罪
-
一
ナ
ル
松
ノ
者
ナ
レ
パ
、
皆
大
好
感
一
一
一
ア
夷
民
ノ
別
拝
ヲ
見
ス
カ
シ
、
大
-
二
次
陥
μ
院
内
ス
ベ
ケ
レ
パ
、
又
事
モ
起
ル
可
等
一
百

人
モ
有
ル
ナ
レ
ド
モ
、

H
M
ハ
官
ヨ
リ
強
ク
制
シ
、
夷
氏
二
耐
シ
、
好
人
ノ
分

-7肝
ア
ラ
パ
勝
手
一
一
打
殺
シ
テ
数
無
ル
可
」

と
極
論
し
て
、
そ
れ
を
批
判
し
た
「
草
茅
危
一
一
日
摘
議
」
の
著
者
一
脚
惟
孝
に
「
是
政
ヲ
知
ザ
ル
ナ
リ
。
岡
下
相
殺
シ
テ
官
ヨ
リ
禁
ゼ
ザ

ル
政
ハ
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
グ
ト
へ
貫
一
一
非
ア
リ
ト
モ
一
山
下
相
殺
ス
ト
キ
ハ
踊
飽
相
苓
J

ア
起
ル
ベ
シ
。
」
と
た
し
な
め
ら
れ
て
居
る
。

同
じ
く
非
同
移
民
を
主
張
し
た
徳
川
汗
昭
も
、
「
非
人
も
身
命
を
助
り
候
事
伏
、
完
心
に
ひ
る
が
へ
り
航
も
の
も
可
レ
有
之
候
へ

共
、
ま
づ
は
元
来
の
山
地
徒
故
士
民
と
も
に
差
引
手
配
り
方
飴
程
六
ケ
敷
は
差
見
え
供
。
」
と
案
じ
て
舟
る
。

放
に
と
の
問
題
が
研
討
さ
れ
る
に
つ
れ
て
そ
の
慣
値
が
疑
は
れ
始
め
、
横
井
盟
山
学
は
「
北
門
私
議
」
に
於
て
、
「
一
に
は
八
丈
島

の
流
人
並
に
軒
き
出
入
を
移
す
の
設
も
あ
る
べ
し
。
右
椋
の
惑
を
局
す
も
の
は
念
に
詩
歌
に
服
従
せ
歩
、
却
て
愚
直
の
蝦
夷
人
を
伐

ふ
べ
し
。
赴
れ
亦
た
良
策
に
非
十
。
」
と
断
呼
と
し
て
排
し
て
居
る
。

藤
萩
弘
府
は
同
じ
く
非
囚
移
民
を
排
し
て
居
る
一
人
で
あ
る
が
、

H
X
は
又
別
の
論
撲
か
ら
で
、

「
罪
人
辿
左
様
に
多
人
あ
る
も
の

各二四，日本終済叢書1) 



に
て
は
な
し
、
又
厳
怯
在
立
て
多
く
罪
人
乞
幹
へ
、
設
防
を
修
め
ん
と
し
て
一
撲
に
相
成
閣
を
亡
し
供
才
、
奈
の
始
山
正
に
御
座
候
山

此
事
も
容
易
に
相
成
粂
候
」
と
一
一
日
ひ
、
唯
金
掘
に
の
み
是
を
川
ふ
べ
き
一
部
を
話
っ
て
居
る
。
蝦
夷
地
に
修
し
た
非
同
を
鏑
犬
に
使
川

• 

す
べ
し
と
す
る
一
訟
は
本
多
利
明
も
主
張
し
て
居
る
が
、
円
一
止
等
は
佐
渡
等
の
制
度
か
ら
考
へ
つ
い
た
も
の
ら
し
く
、
蝦
央
撫
育
の
閥
係

か
ら
、
非
同
移
住
策
を
採
川
し
・
な
か
っ
た
幕
且
肘
も
、
安
政
以
後
蝦
夷
地
に
闘
費
し
た
鎮
山
に
は
与
を
使
役
し
た
様
で
あ
る
。

-
一
一
、
浮
浪
人
・
乞
禽

非
人
と
相
並
ん
で
移
民
の
釘
照
と
な
っ
た
も
の
は
浮
浪
人
・
乞
食
で
る
る
。
欧
洲
諸
問
に
於
て
も
そ
の
初
期
に
於
て
移
民
と
し
て

逸
ら
れ
た
者
は
主
と
し
て
貧
民
で
る
っ
た
。
我
固
に
於
て
も
、
本
多
利
明
は
同
じ
く
H
一
ん
を
も
移
民
と
す
べ
き
市
引
を
論
じ
、

「
日
本
問
中
に
人
別
帳
外
に
て
隠
れ
居
る
流
浪
者
は
、
江
戸
を
始
と
し
諸
問
繁
華
の
土
地
に
彩
し
く
、
此
布
引
北
八
は
侃
…
業
に
し
て
同
加

を
砲
丸
す
の
み
に
非
ら
や
、
悪
事
を
山
明
記
と
た
し
、
良
民
を
損
ひ
、
庶
民
の
災
宋
け
と
な
る
者
彩
し
き
事
な
り
。
兆
一
だ
惜
し
き
者
と
も
、
な
れ

ば
、
御
手
話
あ
り
、
一
富
岡
出
生
の
品
。
は
蝦
夷
土
地
へ
遣
し
、
与
の
降
ら
ざ
る
岡
の
出
生
者
は
東
作
の
小
笠
原
品
杯
へ
遣
し
た
き
者
ど

も
な
り
。
」

と一一
β

ひ
、
大
原
正
金
五
口
も
、

「
実
に
家
長
も
な
く
、
今
月
に
も
移
し
て
平
速
の
川
に
あ
つ
べ
き
も
の
御
座
候
。
北
ハ
者
共
は
世
人
の
拾
て
L
願
歩
、
そ
の
身
も
川
正
の

み
の
生
控
と
b
き
ら
め
居
候
者
共
に
て
、
一
一
一
都
の
外
道
中
筋
又
は
同
舎
な
ど
碑
っ
き
捌
り
、
人
よ
り
わ
づ
か
の
物
を
付
て
絡
に
は
溝

壁
に
倒
れ
死
す
る
乞
子
の
類
可
レ
立
候
。
(
中
略
)
此
類
の
者
を
あ
つ
め
候
は
い
A

海
内
治
ぴ
た
ピ
し
く
可
レ
有
レ
之
候
。
此
者
共
を
不
レ

残
共
家
元
を
正
し
て
械
多
の
類
を
除
き
、
爾
後
に
は
一
衣
一
飯
を
興
へ
て
悉
く
松
前
南
部
の
方
へ
向
は
ぜ
中
度
候
。
」

と
論
じ
、
大
久
保
融
も
、
罪
人
と
共
に
貧
民
を
移
す
べ
き
事
を
論
じ
た
。

而
も
肱
洲
に
於
て
初
期
に
移
民
の
多
く
を
貧
民
に
求
め
た
の
は
、
主
と
し
て
問
内
に
於
け
る
不
安
と
そ
れ
が
救
他
に
要
す
る
負
捨

江
戸
時
代
に
於
け
る
蝦
夷
地
移
民
論



江
戸
時
代
に
於
け
る
蝦
災
地
移
民
諭

を
兎
れ
る
と
共
に
、
公
民
を
し
て
新
し
い
運
命
を
開
拓
せ
し
む
る
事
が
出
来
た
と
と
に
あ
り
、
本
聞
に
と
っ
て
も
、
又
本
人
に
と
っ

て
も
望
ま
し
い
事
で
あ
る
引
は
、
既
に
我
岡
の
論
者
も
日
米
付
い
て
居
た
底
で
又
後
者
が
一
那
賀
だ
と
し
た
な
ら
ば
、
移
民
と
し
て
充
分

に
役
に
立
つ
と
信
ぜ
ら
れ
て
肘
た
取
は
前
に
皐
げ
た
本
多
利
明
の
言
に
依
て
も
知
る
と
と
が
出
来
ゃ
う
し
、
又
大
原
友
金
五
日
が
設
い

アこ、「
彼
等
も
一
日
一
は
か
く
成
り
は
て
似
て
も
、
数
年
難
背
の
間
後
悔
致
し
居
る
べ
く
、
然
る
を
上
よ
り
御
引
揚
に
て
一
衣
一
飯
に
も
あ

り
つ
き
、
御
川
に
も
刺
立
候
事
政
、
い
か
ば
か
り
る
り
難
く
存
、
労
に
つ
き
可
レ
巾
候
。
此
も
の
共
一
初
落
ぶ
れ
候
時
も
、
さ
す
が
盗
賊

に
も
な
る
べ
き
出
性
も
川
県
レ
之
、
か
や
う
に
成
り
出
る
者
ど
も
な
れ
ば
引
あ
げ
て
川
ゆ
ぺ
き
と
な
ら
ば
悦
ん
で
令
に
従
ひ
可
レ
山
・
候
」

の
言
で
も
知
り
仰
や
う
。
非
人
の
移
杭
に
は
飴
り
に
望
を
か
け
な
か
っ
た
藤
森
弘
庖
も
、

「
此
江
戸
に
多
き
は
乞
食
・
非
人
・
閥
人
の
類
に
御
座
候
。
円
一
ι
宇
一
旦
天
下
多
事
の
時
に
山
口
同
り
、
飢
餓
勺
に
で
も
出
逢
食
品
次
仮
に
五

候
は
w
h

、
必
流
賊
に
可
二
相
成
-
と
識
宥
は
心
配
仕
る
市
引
な
り
。
故
に
此
も
の
は
聞
も
あ
る
に
付
、
共
頭
に
命
ぜ
ら
れ
、
引
連
参
候
枝

被
て
仰
波
-
て
可
レ
然
か
」

と
一
三
口
ひ
本
岡
の
利
益
か
ら
と
の
移
性
を
支
持
し
て
居
る
。

然
し
こ
の
浮
浪
人
・
乞
食
も
そ
の
担
度
と
そ
迷
へ
非
人
と
同
じ
く
移
民
と
し
て
大
き
な
蹴
貼
を
持
っ
て
居
た
。

般
に
横
井
型
山

晴
子
は

「
一
日
一
乞
り
に
身
を
附
落
せ
し
も
の
、
決
し
て
再
び
働
き
業
を
錯
し
符
ざ
る
も
の
あ
り
。
但
し
百
人
中
の
五
人
三
人
は
士
山
の
引
立
ち

良
民
に
従
る
も
の
も
る
る
べ
し
。
然
れ
ど
も
無
棋
の
も
の
産
物
官
障
の
地
に
多
く
紫
ま
る
と
と
決
し
て
良
策
に
非
歩
。
」

と
し
て
凡
止
を
排
斥
し
て
肘
る
。
質
際
に
於
て
、
安
政
後
明
治
初
年
に
か
け
て
、
小
規
模
乍
ら
浮
浪
者
の
移
住
が
行
は
れ
た
が
、
何
れ

も
失
敗
に
了
っ
た
。

回
、
織

多



械
多
の
起
原
に
」
戚
て
は
種
々
の
論
議
が
あ
る
が
、
要
す
る
に
吐
舎
の
落
伍
者
で
、
身
分
制
度
の
国
定
さ
れ
た
江
戸
時
代
に
於
て
は

賎
民
と
し
て
百
姓
町
人
と
区
別
さ
れ
、
人
別
に
も
載
せ
ら
れ
な
い
一
極
の
「
祉
命
日
外
の
枇
舎
人
」
と
目
せ
ら
れ
、
首
時
の
枇
舎
か
ら

飴
し
物
と
硯
ら
れ
て
居
た
。
市
も
山
口
同
時
に
於
け
る
そ
の
祉
舎
の
人
口
増
加
は
著
し
く
、
他
の
百
姓
が
減
少
し
て
居
る
際
に
、
と
の
枇

舎
の
者
ば
か
り
は
目
立
っ
て
増
加
し
て
居
た
た
め
、
然
ら
ざ
れ
ば
枇
舎
の
負
捨
と
な
る
罪
人
・
浮
浪
人
・
乞
食
等
と
共
に
、
A
V

同
時
の

祉
舎
に
大
さ
な
影
響
を
及
す
と
と
な
し
に
移
し
得
る
移
民
の
候
補
者
と
さ
れ
た
の
は
首
然
で
あ
っ
た
。

と
の
議
論
は
幕
府
の
埜
初
の
蝦
夷
地
拓
殖
計
劃
た
る
天
明
五
年
松
本
伊
豆
守
の
意
見
書
に
既
に
採
用
さ
れ
、
顕
弾
左
衛
門
自
ら
、

自
身
の
支
配
下
に
あ
る
長
吏
非
人
共
三
高
三
千
人
の
内
七
千
人
に
諸
問
の
長
吏
非
人
二
十
三
高
人
の
内
六
高
三
千
人
を
誘
ひ
計
七
寓

人
程
引
連
移
住
せ
ん
と
と
を
承
諾
し
た
か
ら
と
て
、
そ
の
移
住
計
劃
さ
へ
進
め
た
ら
し
い
が
、
伊
豆
守
の
ふ
八
脚
に
依
て
事
は
挫
折
し

た
。
大
原
友
金
吾
は
営
時
の
4
4
A

別
的
な
感
情
か
ら
だ
ら
う
、
乞
安
の
内
よ
り
械
多
を
除
い
て
移
す
べ
き
を
一
一
日
っ
て
居
る
が
、
検
多
の

移
さ
う
と
す
る
意
見
に
は
共
後
も
多
く
の
支
持
者
を
得
、
帆
足
高
虫
等
も
「
東
潜
夫
論
」
に
於
て
と
の
説
を
持
し
、

「
械
多
ト
立
モ
ノ
古
奥
羽
-
一
位
セ
シ
一
種
ノ
夷
人
ノ
奇
ナ
リ
。
上
古
蝦
夷
ノ
停
ヲ
伊
勢
ノ
廟
=
献
ジ
ヌ
ヒ
シ
ェ
、
牛
馬
ヲ
喰
テ
皮
肉

ヲ
ナ
ゲ
チ
ラ
シ
、
神
山
ノ
木
ヲ
伐
テ
叫
呼
セ
シ
故
、
倭
姫
ノ
命
朝
廷
-
一
請
一
ア
是
ヲ
諸
州
ニ
移
シ
玉
ヘ
リ
。
是
ヲ
佐
伯
部
ト
イ
ブ
。
今

暁
多
ノ
先
祖
ナ
リ
。
共
後
町
村
麻
呂
奥
羽
ノ
地
ヲ
一
午
、
ゲ
テ
、
蝦
夷
ヲ
謹
グ
日
本
人
ト
セ
り
。
故
二
械
多
モ
常
ノ
人
ト
異
ル
事
ナ
シ

(
中
略
)
立
ク
謹
ク
召
集
メ
テ
大
一
刑
制
一
一
詣
シ
、
誠
除
シ
テ
千
人
ト
ナ
シ
五
ヒ
、

H
M
ヲ
蝦
夷
島
空
瞭
地
一
一
移
シ
耕
種
寸
前
牧
ノ
業
ヲ
開

カ
シ
ム
ベ
シ
」

と
論
じ
て
居
る
。
但
し
そ
の
根
本
思
想
は
矢
張
罪
人
・
浮
浪
人
等
を
法
る
と
同
じ
理
由
で
、
「
穣
多
ハ
盗
賊
ヲ
監
ス
ル
名
有
テ
、
買

ハ
盗
賊
ノ
宿
ヲ
ナ
ス
。
且
ツ
千
人
ト
交
ハ
ラ
ヌ
ユ
ヱ
共
悪
事
露
顕
セ
ズ
諸
候
ノ
城
下
=
夷
秋
ノ
邦
ア
ル
ガ
如
シ
」
と
言
ひ
、
円
一
ん
を
蝦

夷
地
に
移
せ
ば
「
盗
論
は
長
く
止
む
べ
し
」
と
設
い
て
居
る
。

移
民
と
し
て
の
罪
人
・
乞
食
の
不
通
営
な
る
を
説
い
た
横
井
型
山
も
、
そ
の
師
で
る
る
寓
虫
の
意
見
は
そ
の
ま
L

つ
い
で
、
良
民

江
戸
時
代
に
於
け
る
蝦
夷
地
移
民
論



江
戸
時
代
に
於
け
る
蝦
東
地
移
民
論

I!!，j 

の
生
産
な
き
者
と
共
に
械
多
を
も
移
す
ぺ
き
ち
包
設
き
、

「
古
来
械
多
は
非
類
に
過
し
た
れ
と
も
(
中
略
)
天
地
の
聞
に
人
の
形
を
な
せ
し
も
の
笠
非
類
の
現
あ
ら
ん
や
。
会
く
往
古
人
俗
の

カ
タ
訴
に
向
れ
る
の
み
。
然
れ
と
も
組
習
の
久
し
き
械
多
も
自
ら
良
民
に
は
な
る
を
得
ざ
る
も
の
と
心
得
居
る
た
り
。
此
む
習
試
を

一
援
す
る
に
は
、
榊
官
に
命
せ
ら
れ
、
天
照
大
一
肺
の
御
玉
出
中
の
前
に
て
不
浮
を
蹴
ひ
除
き
、
以
後
は
大
紳
よ
り
御
ゆ
る
し
に
て
良
民

と
箆
し
下
さ
る
故
能
々
心
底

ρ汗
械
を
浮
め
、
人
倫
の
道
を
竪
く
守
り
、
蝦
夷
地
へ
罷
り
越
し
職
業
を
」
版
く
べ
き
回
目
申
渡
さ
ぱ
必
十

難
有
か
る
べ
き
な
り
。
(
中
略
)
且
一
又
械
多
と
ヱ

.y
と
は
平
日
の
所
業
よ
り
不
潔
を
厭
は
さ
る
陥
習
は
大
に
似
た
り
。
共
上
肉
食
に
習

へ
る
故
、
自
然
泉
気
に
も
能
く
堪
べ
し
。
囚
て
械
多
の
農
業
を
岳
地
す
も
の
に
は
農
業
を
勤
め
或
は
獣
類
を
扱
ひ
慣
れ
た
る
に
は
牛
馬

を
牧
者
さ
せ
傍
ら
肢
を
捕
へ
し
む
べ
し
」

と
の
べ
、
そ
の
蝦
夷
地
移
民
と
し
て
趨
首
な
る
を
主
張
し
て
居
る
。
と
の
議
論
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
も
、
即
ち
明
治
二
年
三
月
公

議
所
に
於
て
、
高
泉
の
子
孫
盟
後
日
間
謀
議
員
帆
足
龍
吉
に
依
て
、
「
稜
多
を
一
千
人
と
し
蝦
夷
地
に
移
す
べ
き
議
」
と
し
て
、
加
藤
弘

之
の
「
非
人
械
多
御
陵
止
の
儀
」
と
並
ん
で
提
出
さ
れ
、
内
山
総
助
の
「
械
多
非
人
の
身
分
御
改
正
の
議
」
に
依
て
賛
成
を
得
て
居

る
。
但
し
貫
行
を
見
る
事
な
く
、
械
多
の
身
分
底
止
に
依
て
と
の
問
題
は
消
滅
し
た
。

結

論

以
上
に
於
て
江
戸
時
代
に
於
け
る
蝦
夷
地
開
拓
意
見
中
に
現
は
れ
た
移
叫
ん
論
中
、
封
建
制
度
の
束
縛
の
下
に
如
何
な
る
方
向
に
移

民
が
求
め
ら
れ
た
か
に
就
て
語
っ
た
。
而
し
て
共
H
M
も
有
力
な
も
の
と
し
て
皐
げ
ら
れ
た
の
は
非
人
・
浮
浪
宥
・
械
多
等
の
直
接
公

課
を
負
指
せ
や
、
枇
舎
か
ら
排
斥
若
く
は
厄
介
脱
さ
れ
た
者
で
、
H
一
品
を
非
と
し
て
、
良
民
を
移
さ
ん
事
を
主
張
し
た
者
、
例
へ
ば
横

井
盟
山
の
如
き
も
「
良
民
の
生
産
た
を
者
を
」
移
す
べ
き
と
と
を
の
べ
て
居
る
。

移
民
が
所
前
良
氏
を
主
と
す
る
に
王
り
、
非
人
・
貧
民
等
の
排
斥
さ
る
L

に
五
っ
た
の
は
世
界
の
移
民
史
上
に
於
て
も
新
し
い
事



即
ち
移
民
政
策
が
人
口
問
題
と
結
び
付
い
た
後
の
と
と
で
、
初
期

l
l殊
に
封
建
制
度
の
盛
ん
で
あ
っ
た
中
世
紀
に
在
つ
て
は
、

付
人
口
の
過
剰
現
象
は
痛
感
せ
ら
れ
や
、
山
各
関
は
互
に
相
敵
腕
し
て
ゐ
た
た
め
に
、
仏
共
閣
の
人
口
を
減
少
せ
し
む
る
と
と
、
弘

商
業
上
の
秘
結
が
他
国
に
漏
れ
る
恐
が
る
る
と
と
、
仏
母
国
の
兵
力
を
減
退
せ
し
む
る
、
と
一
一
首
ふ
理
由
で
歓
迎
せ
ら
れ
ざ
る
の
み
か

寧
ろ
禁
止
さ
れ
、
後
母
国
の
立
場
よ
り
移
民
の
利
益
友
る
を
認
め
て
も
、
た
ほ
闘
中
に
於
け
る
不
用
の
人
民
の
庭
分
法
た
る
性
質
を

失
は
や
、
貧
民
等
が
主
と
し
て
是
に
官
て
ら
れ
、
特
に
強
制
的
な
移
民
を
要
す
る
場
合
に
は
罪
人
が
用
ひ
ら
れ
た
。

我
闘
に
於
て
も
同
様
で
、
我
国
に
於
て
は
各
封
建
領
主
聞
の
封
立
闘
係
は
、
そ
の
濁
立
性
が
快
け
て
居
た
ど
け
諸
外
閣
の
夫
れ
と

は
韮
だ
し
く
は
な
か
っ
た
様
で

b
り
、
叉
兵
農
が
殆
ん
ど
完
全
に
分
離
し
て
居
た
た
め
b
p
u
の
理
由
は
薄
弱
で
あ
っ
た
が
、
技
術
が

幼
稚
な
事
に
因
り
農
業
は
極
度
の
芽
作
経
替
に
陥
っ
て
居
た
L

め
に
、
制
主
は
農
民
人
口
の
多
き
を
望
ん
で
減
少
を
憂
へ
、
政
治
的

に
は
農
民
人
口
の
過
剰
を
感
じ
な
か
っ
た
乙
と
か
ら
、
そ
の
移
動
を
喜
ば
な
か
っ
た
上
、
蝦
夷
地
開
拓
の
利
益
は
左
程
深
く
認
識
し

な
か
っ
た
か
ら
、
第
政
者
に
封
し
、
建
策
の
た
め
に
も
の
さ
れ
た
移
民
論
は
と
の
黙
に
ふ
れ
る
事
な
し
に
、
そ
の
移
民
を
多
く
農
民

以
外
の
も
の
即
ち
貧
民
・
糠
多
等
か
ら
求
め
ね
ば
な
ら
・
な
か
っ
た
。
殊
に
閤
防
的
見
地
か
ら
九
日
激
な
そ
れ
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は

強
制
を
な
し
得
る
罪
人
が
有
力
な
も
の
と
し
て
拳
げ
ら
れ
た
。
而
も
H
M
等
の
も
の
は
、
唯
に
圏
内
に
不
用
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く

有
害
で
あ
っ
て
、
H
一A
が
移
住
は
又
そ
の
底
分
を
意
味
し
て
居
た
の
で
あ
っ
た
。

但
し
移
民
事
業
が
健
全
な
る
歩
を
つ
ど
け
て
行
く
に
従
ひ
、
是
等
の
も
の
が
移
民
と
し
て
不
趨
首
で
あ
る
事
が
注
意
し
ら
れ
始
め
、

事
貫
上
金
く
日
正
を
排
斥
す
る
に
至
る
。
我
閣
に
於
て
も
弐
第
に
そ
の
批
判
が
的
を
射
る
椋
に
な
っ
て
来
て
、
明
治
維
新
に
歪
り
封
建

的
束
縛
が
解
か
れ
て
農
民
を
移
民
と
し
て
得
る
事
の
決
し
て
困
難
で
た
い
様
に
な
る
と
、
従
来
の
議
論
は
殆
ん
ど
絡
息
し
て
了
っ
た

の
で
あ
る
。

附

記
江
戸
時
代
の
蝦
夷
地
移
民
論
は
翠
に
こ
う
し
た
も
の
の
み
に
止
ら
ず
。
更
に
其
移
民
技
術
の
兵
般
的
方
法
に
ま
で
立
入
ヲ
て
説
い
た
も
の
も

あ
り
、
吐
記
等
は
賀
行
と
筏
接
な
関
係
を
持
っ
て
居
て
、
移
民
論
と
し
て
は
更
に
興
味
が
深
い
が
、
こ
の
慰
は
別
に
論
ず
る
と
と
ミ
す
る
。

江
戸
時
代
に
於
け
る
蝦
夷
地
移
民
論

ミo:


